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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和２年７月２５日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港江尻ふ
．
頭５号岸壁 

 清水港江尻船だまり北防波堤灯台から真方位３１５°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.１′ 東経１３８°２９.７′） 

事故の概要  砂利運搬船章
しょう

栄
えい

丸は、係留中、食堂から火災が発生した。 

 章栄丸は、食堂に焼損を生じた。 

事故調査の経過  令和２年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利運搬船 章栄丸、６１３トン 

 １３２９７４、株式会社ジーエスジャパン  

 ７４.３０ｍ×１３.５０ｍ×６.９４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成５年５月６日 

 ４サイクル、回転数毎分３１０、６気筒、ボア３４０ｍｍ、使用燃

料Ｃ重油 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１３年８月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和１年１０月１日 

  免状有効期間満了日 令和６年９月３０日 

機関長 男性 ６７歳 

 四級海技士（機関）（内燃機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和５８年４月２７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年７月１９日 

  免状有効期間満了日 令和５年７月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 食堂に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長、機関長及びクレーンオペレータほか２人が乗り組
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み、京浜港東京区で土砂約１,７７０ｔを積載し、令和２年７月２３

日０９時４０分ごろ京浜港東京区を出港し、静岡県西伊豆町宇久須
う ぐ す

港

で土砂を陸揚げした後、２４日１４時００分ごろ清水港江尻ふ
．
頭５号

岸壁に着岸した。 

船長は、２５日早朝から船内を見回っていた際、０８時３０分ご

ろ、焦げるような臭いを感じ、船橋構造物内の上甲板左舷船首側にあ

る食堂に入ったところ、食堂の右舷船首側壁面付近に設置されたテレ

ビの後方の電線から赤い炎が上がっているのを目撃した。 

船長は、食堂内の船首側にあった消火器を用いて初期消火作業を行

おうとしたが、火勢が強くなり、消火器に近づけなかった。 

船長は、食堂の船尾側にある乗組員室で就寝中のクレーンオペレー

タを起こして火事の発生を伝え、階上のボートデッキにある乗組員室

に向かい、就寝中の乗組員２人を起こして船尾から避難させた。 

機関長は、機関室内で作業をしていたが、食堂付近での騒ぎに気付

き、食堂の船尾側にある廊下に出て火災を認識したが、火勢が強く、

どうすることもできずに上甲板上に避難した。 

クレーンオペレータは、機関室から持参した泡消火器を使用し、食

堂の船尾側にある廊下の左舷側入口から消火作業を実施したが、火勢

が強く、鎮火に至らなかったので、船長が岸壁にいた作業員から高圧

放水器を借用し、放水を実施したところ、０８時４０分ごろ、本船の

火災は鎮火した。 

岸壁にいた作業員は、０８時３５分ごろ１１９番通報し、０９時０

０分ごろ来援した消防により壁面内部の消火作業が実施されて本船の

完全な鎮火が確認された。 

その後、本船は、船主が手配したタグボートにえい
・ ・

航され、静岡県

静岡市所在の造船所に入渠した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 食堂配置図、写真１ 本

船、写真２ 焼損した食堂船首側、写真３ 食堂分電盤、写真４ 

焼損したテーブルタップ 参照） 

 その他の事項 

 

 本船は、本事故当時、ボートデッキに設置した発電機を使用し、船

外受電箱を通じて、船内給電されており、船外受電箱のブレーカ及び

機関室内にある１００Ｖ給電盤のブレーカに漏電による遮断はなかっ

た。 

 機関長は、定期的に配電盤の接地灯を使用して漏電のチェックをし

ており、本事故発生まで漏電を認めたことはなかった。 

機関長は、０８時００分ごろより食堂で魚焼き器をテーブル近傍の

テーブルタップに繋
つな

いで調理をしており、電源を入れたまま０８時１

０分ごろから機関室に降りて作業をしていた。 

本船は、食堂内のコンセントから延長電線を使用してテーブルタッ

プに繋いでおり、テーブルタップから炊飯器、ポット、冷蔵庫及びテ
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レビ等に給電されていた。 

乗組員は、テーブルタップの容量及び給電している電気機器の容量

を把握していなかった。 

本船は、居住区域のブレーカを電気容量のアンペアフレームが５０

Ａのものを使用し、アンペアトリップを３０Ａに設定して使用してい

た。 

乗組員は、本船のテーブルタップ及びテーブルタップ用電線が、長

期間使用されていることは認識していたが、毎日の使用下において不

具合が発生したことはなかったので、電線の劣化や過熱の恐れがある

という認識がなかった。 

本船は、火災発生後の調査において、内壁の内部に焼損は少なく、

食堂の右舷船首側の表面の焼損が著しく、この場所にあったテーブル

タップ用電線が完全に焼失していた。 

本船は、火災探知装置が食堂及び乗組員居住区に設置されていなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、清水港江尻ふ
．
頭５号岸壁に係留中、乗組員が食堂の右舷船

首側に配線されたテーブルタップ用電線に、同電線の容量以上の電気

機器を繋いだことから、過電流が流れて過熱し、又は同電線が経年劣

化により被覆が破れて短絡したことから、発火し、周囲の可燃物に引

火したことにより出火した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、清水港江尻ふ
．
頭５号岸壁に係留中、乗組員が食

堂の右舷船首側に配線されたテーブルタップ用電線に、同電線の容量

以上の電気機器を繋いだため、過電流が流れて過熱し、又は同電線が

経年劣化により被覆が破れて短絡したため、発火し、周囲の可燃物に

引火したことにより出火した可能性があると考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・テーブルタップを使用する場合は、テーブルタップ用電線の容量

を把握し、給電する電気機器の負荷が、同電線の容量を超えない

ようにすること。 

・定期的に電気配線の点検を行い、被覆に異常があれば補修等行う

こと。 

・法令により火災探知器等の設置が求められる船舶以外の船舶であ

っても、機関室だけでなく船室にも火災探知器等を設置すること

が望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 食堂配置図 
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写真１ 本船 

 

 

写真２ 焼損した食堂船首側 
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写真３ 食堂分電盤 

 

 

 

写真４ 焼損したテーブルタップ 

 
 

 


